
報告第２号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年２月20日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

専決処分書 
 和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

  令和７年12月２日 

                               桑名市長 伊 藤 徳 宇   

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

令和７年７月19日午前11時頃、普通乗用自動車が市道播磨１号線を走行中、道路中央にある

縞鋼板上を通過した際に縞鋼板が跳ね上がり、当該普通乗用自動車の車両下部を損傷したもの

である。 

 

 ２ 損害賠償の相手方 

    四日市市 

     個人 

 

 ３ 損害賠償の額 

    市から相手方へ   ５４０，０００円 

    相手方から市へ         ０円 

 



 



報告第３号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年２月20日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

専決処分書 

和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

令和７年12月２日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

令和７年10月16日午後６時30分頃、普通乗用自動車が陽だまりの丘八丁目地先の市道陽だま

りの丘152号線を走行中、道路中央のインターロッキング付近の縁石上を通行した際、割れてい

た縁石が跳ね上がり、当該普通乗用自動車の右後輪タイヤを損傷したものである。 

 

 ２ 損害賠償の相手方 

桑名市陽だまりの丘 

個人 

 

 ３ 損害賠償の額 

    市から相手方へ    ２４，９１０円 

    相手方から市へ         ０円 



 



報告第４号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年２月20日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

専決処分書 

和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

令和７年12月９日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

    令和７年10月８日午前７時27分頃、桑名市多度町古野の民家において、救急活動中に廊下及

び居間に取り付けられた腰高ガラス戸に救急隊員の肘が接触し、ガラスを損傷したものである。 

 

 ２ 損害賠償の相手方 

    桑名市多度町古野 

個人 

 

 ３ 損害賠償の額  

    市から相手方へ    ２９，２６０円 
    相手方から市へ         ０円 
 



 



報告第５号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年２月20日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

専決処分書 

和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分する。 

令和７年12月17日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 損害賠償の義務の発生の原因となる事実 

    令和７年10月８日午前10時30分頃、小学校職員が小学校の駐車場出入口付近において、草刈

作業を行っていたところ、草刈機による飛び石が駐車場から出入口に向かって走行していた普

通乗用自動車に当たり、当該普通乗用自動車のフロントガラスを損傷したものである。 

 

 ２ 損害賠償の相手方 

    桑名市星見ヶ丘 
個人 

 

 ３ 損害賠償の額 

    市から相手方へ   ２３３，２００円 

相手方から市へ         ０円 

 



 



報告第６号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年２月20日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

 

 

 

 

専決処分書 

市営住宅の管理上必要な訴えを次のとおり提起することについては、地方自治法第180条第１項の

規定により専決処分する。 

令和７年12月17日 

                              桑名市長 伊 藤 徳 宇 

１ 当事者 

    原告 桑名市中央町二丁目37番地 

        桑名市 

         代表者 桑名市長 伊藤 徳宇 

    被告 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

        ■■■■ 

 

 ２ 請求の趣旨 

   (1) 被告は、原告に対し、金19万7,800円を支払え。 
      (2)  訴訟費用は被告の負担とする。 
   との判決並びに仮執行の宣言を求める。 

 



 



報告第７号 

議決事件に該当しない契約について 

 桑名市社会体育施設照明設備ＬＥＤ化事業賃貸借契約を、議決事件に該当しない契約についての報

告に関する条例（平成24年桑名市条例第20号）第２条第１項の規定により報告する。 

  令和８年２月20日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇   

 

１ 契 約 の 名 称  桑名市社会体育施設照明設備ＬＥＤ化事業賃貸借 

２ 履 行 の 場 所  （借受課）スポーツ振興課 

３ 契 約 の 金 額  191,530,680円 

４ 契 約 の 方 法  随意契約（公募型プロポーザル方式） 

５ 契約の相手方  東京都港区芝浦一丁目２番３号 

           三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社  

            代表取締役 濵野 敬一 

６ 契 約 締 結 日  令和７年11月11日 

７ 契 約 の 期 間  令和８年４月１日から令和18年３月31日まで 

  



 



参 考 
桑名市社会体育施設照明設備ＬＥＤ化事業賃貸借 
開札年月日   令和７年 11 月６日 
落 札 率   99.99％ 

業 者 名 入札価格 備 考 
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 

代表取締役 濵野 敬一 174,118,800円 落 札 

入札価格には消費税額を含まない。 



 



報告第８号 

議決事件に該当しない契約について 

 多度９号井電気・機械設備工事の請負契約を、議決事件に該当しない契約についての報告に関する

条例（平成24年桑名市条例第20号）第２条第１項の規定により報告する。 

  令和８年２月20日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇   

 

１ 契 約 の 名 称  多度９号井電気・機械設備工事 

２ 履 行 の 場 所  桑名市多度町御衣野地内ほか 

３ 契 約 の 金 額  594,000,000円 

４ 契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札 

５ 契約の相手方  愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 

荏原商事株式会社 中部支社 

            支社長 伊藤 基之 

６ 契 約 締 結 日  令和７年12月22日 

７ 竣 工 期 限  令和10年１月31日 

 

 



 



参 考 

 多度９号井電気・機械設備工事（低入札価格調査制度対象案件） 

 開札年月日   令和７年12月９日 

 落 札 率   91.89％ 

 

予定価格（税抜） 

587,609,000円 

調査基準価格（税抜） 

537,530,000円 

失格基準価格（税抜） 

502,950,000円 

 
業 者 名 入札価格 備 考 

荏原商事株式会社 中部支社 

支社長 伊藤 基之 
540,000,000円 落 札 

 入札価格には消費税額を含まない。 



 



報告第９号 

議決事件に該当しない契約の変更について 

 令和６年８月28日報告第37号議決事件に該当しない契約について（定期建物賃貸借予約契約の締結）

について、次のとおり変更契約を締結したので、議決事件に該当しない契約についての報告に関する

条例（平成24年桑名市条例第20号）第２条第１項の規定により報告する。 

  令和８年２月20日提出 

桑名市長 伊 藤 徳 宇   

 

１ 契 約 の 名 称  定期建物賃貸借予約契約 

２ 履 行 の 場 所  桑名市総合運動公園内 

３ 契 約 の 金 額  変更前  4,314,915,000円 

          変更後  4,801,689,750円 

４ 契 約 の 方 法  原契約  随意契約（公募型プロポーザル方式） 

５ 契約の相手方  東京都港区北青山２－５－１ 

           伊藤忠商事株式会社 

            建設・不動産部門長 岡本 秀彰 

６ 契 約 締 結 日  原契約  令和６年７月25日 

          変更契約 令和７年11月18日 

７ 賃 貸 借 期 間  変更前  令和８年８月１日から令和23年７月31日まで 

           変更後  令和８年９月25日から令和23年９月24日まで 


